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解
説
・

高
林
　
豊
人

）

総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
課

行
政
第
二
係
長

（

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
29
年
法
律
第
54
号
）

に
よ
り
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
令
和
２
年
４
月

１
日
施
行
）、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
当
該

団
体
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
を
条
例
に

よ
っ
て
免
責
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

免
責
の
対
象
と
な
る
の
は
、「
当
該
普
通
地
方
公

共
団
体
の
長
若
し
く
は
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
委

員
又
は
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
」
と
さ
れ

て
い
る
が
、
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第
３
項
の
賠
償

命
令
の
対
象
と
な
る
会
計
職
員
等
は
除
か
れ
て
い

る
。
ま
た
、
免
責
の
要
件
は
「
普
通
地
方
公
共
団
体

の
長
等
が
職
務
を
行
う
に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な

過
失
が
な
い
と
き
」
と
さ
れ
て
い
る
。

免
責
さ
れ
る
額
に
つ
い
て
は
、「
普
通
地
方
公
共

団
体
の
長
等
が
賠
償
の
責
任
を
負
う
額
か
ら
、
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
職
責
そ
の
他
の
事
情
を
考

慮
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
、
政
令
で

定
め
る
額
以
上
で
当
該
条
例
で
定
め
る
額
を
控
除
し

て
得
た
額
に
つ
い
て
免
れ
さ
せ
る
」
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、「
賠
償
の
責
任
を
負
う
額
」
か

１　

は
じ
め
に

地
方
自
治
法（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。以
下「
法
」

と
い
う
。）
第
２
４
３
条
の
２
の
７
第
１
項
に
よ
り
、

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
や
職
員
等
の
当
該
団
体
に

対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
を
行

う
に
つ
き
善
意
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、

そ
の
一
部
を
免
責
す
る
旨
を
条
例
で
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
、
当
該
条
例
（
以
下
「
一
部
免
責
条
例
」

と
い
う
。）
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
議
決
を
議

会
が
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、同
条
第
２
項
に
よ
り
、

監
査
委
員
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、

令
和
７
年
３
月
14
日
付
け
総
行
行
第
79
号
総
務
省
自

治
行
政
局
行
政
課
長
通
知
（
以
下
「
本
件
通
知
」
と

い
う
。）
に
よ
り
、
一
定
の
場
合
に
は
監
査
委
員
の

意
見
聴
取
が
不
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
制
度
の
概
要
に
触
れ
つ
つ
、
本
件
通

知
に
つ
い
て
解
説
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、

文
中
意
見
に
わ
た
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
個

人
的
見
解
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て

お
く
。

２　

制
度
の
概
要

条
例
に
よ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害

賠
償
責
任
の
一
部
免
責
の
制
度
は
、
地
方
自
治
法
等

行
政
通
知
の
読
み
方
・
使
い
方

連
載

第
41
回
連
載

第
41
回

この連載では、自治体法務に
関わる行政通知を取り上げ、
通知の発出元に、発出の背景
や読み方、使い方などを解説
していただきます。

）

（
令
和
７
年
３
月
14
日
総
行
行
第
79
号
、
各
都
道
府
県
担
当
部
局
長
、

各
指
定
都
市
担
当
部
局
長
宛
、
総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
課
長
通
知

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
条
例

の
改
正
に
お
け
る
監
査
委
員
の
意
見
聴
取
に
つ
い
て
（
通
知
）
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ら
「
条
例
で
定
め
る
額
」
を
控
除
し
た
額
が
免
責
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
部
免
責
条
例
が
適
用
さ
れ
た

場
合
、「
条
例
で
定
め
る
額
」
が
長
等
が
負
担
す
る

額
（
限
度
額
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
図
表
参
照
）。

「
条
例
で
定
め
る
額
」
に
つ
い
て
は
、「
政
令
で
定

め
る
基
準
を
参
酌
し
て
」、「
政
令
で
定
め
る
額
以
上

で
」
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
政
令
で
定
め
る

参
酌
基
準
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
22
年
政
令
第
16
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第

１
７
３
条
の
４
第
１
項
に
よ
り
、
給
与
の
一
会
計
年

度
当
た
り
の
額
に
相
当
す
る
「
基
準
給
与
年
額（

（
（

」
に

役
職
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
一
定
の
乗
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
さ
れ
て
お
り
、
乗
数
に
つ
い
て
は
、
長
は
６
、

副
知
事
・
副
市
町
村
長
等
は
４
、
人
事
委
員
会
の
委

員
等
は
２
、
そ
の
他

の
職
員
は
１
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
点
、

参
酌
基
準
と
異
な
る

内
容
の
一
部
免
責
条

例
を
定
め
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
が（

（
（

、
参

酌
基
準
を
十
分
に
参

照
し
た
上
で
の
判
断

が
求
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
当
該
団
体

に
は
そ
の
判
断
を
説

明
す
る
責
任
が
あ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
条
例
で
定
め
る
額
の

最
低
額
で
あ
る
「
政
令
で
定
め
る
額
」
は
基
準
給
与

年
額
、
す
な
わ
ち
、
給
与
の
一
年
分
に
相
当
す
る
額

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
下
回
る
額
を
定
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
部
免
責
条
例
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等

の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
一
律
包
括
的
に
そ
の

一
部
を
免
責
す
る
と
い
う
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
当
た
っ
て
は
、
判
断
の

客
観
的
合
理
性
を
担
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
法
第
２
４
３
条
の
２
の
７
第
２
項
に
よ
り
、
普

通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
一
部
免
責
条
例
の
制

定
又
は
改
廃
に
関
す
る
議
決
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
監
査
委
員
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
条
第
３
項

に
よ
り
、
当
該
意
見
の
決
定
は
、
監
査
委
員
の
合
議

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

３　

通
知
の
解
説

令
和
６
年
地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
募
集（

（
（

に

お
い
て
、
一
部
免
責
条
例
で
引
用
し
て
い
る
法
令
の

条
項
の
移
動
（
い
わ
ゆ
る
「
条
ず
れ
」）
等
に
伴
う

当
該
条
例
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
意
見

聴
取
を
不
要
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
提
案
が
な
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
条
例
に
お
い
て
「
○
○
法
第
○
条

に
基
づ
き
…
」
の
よ
う
に
法
令
の
条
項
を
引
用
し
て

い
る
場
合
、
法
令
改
正
等
に
よ
り
当
該
条
項
の
移
動

が
生
じ
る
と
、
当
該
条
例
に
つ
い
て
も
改
正
が
必
要

と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
法
令
の
条
項
の
移
動
等
に

伴
う
一
部
免
責
条
例
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
監
査
委

員
の
意
見
聴
取
を
不
要
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
。

こ
の
背
景
と
し
て
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
に
施

行
さ
れ
た
法
令
改
正
に
お
い
て
、
関
係
す
る
条
項
の

移
動
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
法
に
つ
い
て
は
、
当
初
、
第
２
４
３
条
の
２

と
し
て
規
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
５
年
法
律
第
19
号
）

に
よ
り
、
現
行
の
第
２
４
３
条
の
２
の
７
に
繰
り
下

げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
令
に
つ
い
て
も
、
当
初
、
地
方

自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和

元
年
政
令
第
１
５
６
号
）
に
よ
り
、
第
１
７
３
条
と

し
て
規
定
さ
れ
た
が
、
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
６
年
政
令
第
12
号
）
に

よ
り
、
現
行
の
第
１
７
３
条
の
４
に
繰
り
下
げ
ら
れ

た
。
一
部
免
責
条
例
の
規
定
ぶ
り
は
団
体
に
よ
っ
て

も
異
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
規
定
を

当
該
条
例
で
引
用
し
て
い
る
団
体
に
お
い
て
は
条
例

改
正
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
際
の
実
情
を
踏
ま
え
て

提
案
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

当
該
提
案
に
対
し
て
は
、
総
務
省
に
お
い
て
検
討

が
行
わ
れ
、
令
和
６
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関

す
る
対
応
方
針
（
令
和
６
年
12
月
24
日
閣
議
決
定
）

一部免責

条例で定める額
＝長等が負担する額

賠償の責任を負う額

図表
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に
お
い
て
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害

賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
お

け
る
監
査
委
員
へ
の
意
見
聴
取
（
第
２
４
３
条
の
２

の
７
第
２
項
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
の
内
容
に

実
質
的
な
変
更
が
な
い
場
合
に
は
監
査
委
員
へ
の
意

見
聴
取
が
不
要
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
し
、
地
方
公

共
団
体
に
令
和
６
年
度
中
に
通
知
す
る
。」
と
さ
れ

た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
令
和
７
年
３
月
14
日
付
け
で

本
件
通
知
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
通
知
で
は
、
法
第
２
４
３
条
の
２
の
７
第
２

項
に
基
づ
く
監
査
委
員
の
意
見
聴
取
に
関
し
て
、「
法

令
又
は
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
う
条
項
の
移
動

等
の
『
前
項
の
条
例
』
で
定
め
る
べ
き
内
容
を
実
質

的
に
変
更
し
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
は
、「
監
査
委

員
の
意
見
を
聴
く
必
要
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
」

と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
、
監
査
委
員
の
意
見
聴
取
は
「
前
項
の
条

例
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
議
決
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
」
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ

こ
で
い
う
「
前
項
の
条
例
」
と
は
、
同
条
第
１
項
の

「
政
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
、
政
令
で
定
め

る
額
以
上
で
当
該
条
例
で
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得

た
額
に
つ
い
て
免
れ
さ
せ
る
旨
を
定
め
る
」
と
い
う

部
分
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
監
査
委
員
の
意
見
聴

取
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
一
部
免
責
条
例

の
制
定
又
は
改
廃
に
当
た
っ
て
、
判
断
の
客
観
的
合

理
性
を
担
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
条
例
の
内

容
が
公
平
性
・
客
観
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
か
、

条
例
で
定
め
る
額
が
職
責
、
年
収
等
に
照
ら
し
て
相

当
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
か
等
に
つ
い
て
意
見
を

述
べ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏

ま
え
る
と
、
一
部
免
責
条
例
の
改
正
で
あ
っ
て
も
、

当
該
条
例
で
定
め
る
べ
き
内
容
を
実
質
的
に
変
更
し

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
意
見
聴
取
は

不
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
件
通
知
で
は
、
監
査
委
員
の
意
見
聴
取

が
不
要
な
も
の
と
し
て
、
法
令
等
の
条
項
の
移
動
に

伴
う
条
例
改
正
が
例
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
免
責

条
例
で
定
め
る
べ
き
内
容
を
実
質
的
に
変
更
し
な
い

も
の
で
あ
れ
ば
、こ
れ
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
点
、
具
体
の
条
例
改
正
に
則
し
て
判
断
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、
法
令
等
の
改
正
に
伴
う
用

語
の
整
理

4

4

、
す
な
わ
ち
、
用
語
用
法
等
に
意
義
の
変

更
が
全
く
な
い
用
語
の
変
更
の
た
め
の
条
例
改
正
で

あ
れ
ば
、
監
査
委
員
の
意
見
聴
取
は
不
要
で
あ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、運
用
に
当
た
っ
て
は
、

監
査
委
員
の
意
見
聴
取
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
ま

で
、
意
見
聴
取
を
省
略
し
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ

う
、
本
件
通
知
の
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

４　

お
わ
り
に

法
第
２
４
３
条
の
２
の
７
に
つ
い
て
は
、
地
方
自

治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第

65
号
。
以
下
「
令
和
６
年
改
正
法
」
と
い
う
。）
に

よ
り
、
第
２
４
３
条
の
２
の
８
に
繰
り
下
げ
ら
れ
る

と
と
も
に
、
令
第
１
７
３
条
の
４
に
つ
い
て
も
、
地

方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令

和
７
年
政
令
第
２
３
７
号
）
に
よ
り
、
第
１
７
３
条

の
５
に
繰
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
（
い
ず
れ
も
令
和
６
年
改
正
法
の
公

布
の
日
（
令
和
６
年
６
月
26
日
）
か
ら
起
算
し
て
２

年
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
）、
こ
れ
ら
の
規
定
を
引
用
し
て
い

る
条
例
に
つ
い
て
は
改
正
が
必
要
と
な
る
。

昨
今
、
地
方
公
共
団
体
の
人
材
不
足
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
通
知
で
示
さ
れ
た
考
え
方
に

基
づ
き
、
監
査
委
員
の
意
見
聴
取
を
不
要
と
す
る
こ

と
は
、
一
部
免
責
条
例
の
改
正
に
当
た
っ
て
、
事
務

負
担
の
軽
減
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該

条
例
を
制
定
し
て
い
る
団
体
に
お
か
れ
て
は
、
本
件

通
知
を
踏
ま
え
、
適
切
な
対
応
を
お
願
い
し
た
い
。

通
知

○
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の

一
部
免
責
条
例
の
改
正
に
お
け
る
監
査
委
員
の
意

見
聴
取
に
つ
い
て
（
通
知
）

（
令
和
７
年
３
月
14
日
総
行
行
第
79
号
、
各
都
道

府
県
担
当
部
局
長
、
各
指
定
都
市
担
当
部
局
長
宛
、

総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
課
長
通
知
）
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地
方
自
治
法（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
２
４
３
条
の
２
の
７
第
２
項
に
よ
り
、

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一

部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
一
部
免
責
条
例
」

と
い
う
。）
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
議
決
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
監
査
委
員
の
意
見
を
聴
く
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
令
和
６
年
地
方

分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
募
集
に
お
い
て
、
一
部
免

責
条
例
で
引
用
し
て
い
る
法
令
の
条
項
の
移
動
等
に

伴
う
当
該
条
例
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の

意
見
聴
取
を
不
要
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
提
案
が
あ

り
ま
し
た
。

本
提
案
の
内
容
を
踏
ま
え
、
当
該
規
定
の
考
え
方

に
つ
い
て
下
記
の
と
お
り
周
知
し
ま
す
の
で
、
一
部

免
責
条
例
を
制
定
し
て
い
る
団
体
に
お
か
れ
て
は
、

当
該
条
例
の
改
正
に
当
た
っ
て
適
切
な
対
応
を
お
願

い
し
ま
す
。
ま
た
、
各
都
道
府
県
に
お
か
れ
て
は
、

貴
都
道
府
県
内
の
指
定
都
市
を
除
く
市
区
町
村
に
対

し
て
も
こ
の
旨
周
知
願
い
ま
す
。

な
お
、
地
域
の
元
気
創
造
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に

お
け
る
調
査
・
照
会
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
各
市
区

町
村
に
対
し
て
、
本
通
知
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を

行
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
本
通
知
は
、
法
第
２
４
５

条
の
４
第
１
項
に
基
づ
く
技
術
的
な
助
言
で
あ
る
こ

と
を
申
し
添
え
ま
す
。

記

法
第
２
４
３
条
の
２
の
７
第
２
項
の
「
前
項
の
条

例
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
議
決
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
」
に
つ
い
て
、こ
こ
で
い
う
「
前
項
の
条
例
」

と
は
、
同
条
第
１
項
の
「
政
令
で
定
め
る
基
準
を
参

酌
し
て
、
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
当
該
条
例
で
定

め
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
つ
い
て
免
れ
さ
せ
る

旨
を
定
め
る
」と
い
う
部
分
を
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

同
条
第
２
項
に
基
づ
く
監
査
委
員
の
意
見
聴
取
は
、

条
例
の
制
定
又
は
改
廃
に
当
た
っ
て
、
判
断
の
客
観

的
合
理
性
を
担
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
条
例

の
内
容
が
公
平
性
・
客
観
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い

か
、
条
例
で
定
め
る
限
度
額
が
職
責
、
年
収
等
に
照

ら
し
て
相
当
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
か
等
に
つ
い

て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
令
又
は
条
例
の
制
定
又
は
改
廃

に
伴
う
条
項
の
移
動
等
の
「
前
項
の
条
例
」
で
定
め

る
べ
き
内
容
を
実
質
的
に
変
更
し
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
同
項
に
基
づ
く
監
査
委
員
の
意
見
を
聴
く
必

要
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

注（
１
）
算
定
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
令
及
び
地
方
自

治
法
施
行
規
則
（
昭
和
22
年
内
務
省
令
第
29
号
）
を

参
照
。

（
２
）
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
で
一
部
免
責
条
例
を
制

定
し
て
い
る
の
は
、
都
道
府
県
が
45
団
体
、
市
区
町

村
が
３
８
１
団
体
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
、
参

酌
基
準
と
異
な
る
内
容
と
し
て
い
る
の
は
市
区
町
村

で
６
団
体
と
さ
れ
て
い
る
（
総
務
省
「
地
方
自
治
月

報
第
61
号
」）。

（
３
）
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
地
方
分
権
改
革
に
関
す
る

提
案
を
広
く
募
集
し
、
実
現
に
向
け
て
検
討
を
行
う

も
の
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
地
方
分
権
改
革

推
進
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。


